
様式第二号(第九条関係) 

(表) 

 

何
第 

 

号 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
属
庁 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職
名 

 
 
 
 
 
 

氏

名 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生

年

月

日 

  
 
 

立

入

検

査

票 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

年 
 

月 
 

日 

  

厚
生
労
働
大
臣(

地
方
厚
生
局
長) 

 
 
 
 
 
 

氏

名
印 

 

都
道
府
県
知
事 

氏

名
印 

 
 

 

市

長 

氏

名
印 

 
 

 

 

年 
 

月 
 

日
交
付 

 
 

  

    

写
真
ち
よ
う

、
、
、
附 

    

厚
生
労
働
大
臣(

地
方
厚
生
局
長)

印 

都
道
府
県
知
事(

市

長)

印 

    

  

 



様式第二号(第九条関係) 

備
考 

こ
の
証
票
の
規
格
は
、
B7
と
し
、
中
央
の
点
線
の
所
か
ら
二
つ
折
と
す
る
。 

(裏) 

 

第
五
十
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受

け
た
介
護
機
関(

同
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の

を
含
み
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者(

同
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。)

を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定

介
護
機
関
」
と
い
う
。)

」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
二
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
介
護
機
関
」
と
、
第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関(

地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

」
と
、
同
条
第
二
項
、
第
五
十
二

条
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介

護
機
関
」
と
、
同
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号)

に
定
め
る

審
査
委
員
会
又
は
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
保
険
法
に
定
め
る

介
護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
、

「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
介
護
機
関
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

６
・
７ 

(

略) 

第
八
十
六
条 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項(

第
五
十
四
条
の
二
第
五
項

及
び
第
六
項
並
び
に
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。)

、
第
五
十
五
条
の
六
、
第
七
十
四
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
物

件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
同
項
若
し
く
は
第

八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
答
弁
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
く
て
第
二
十
八
条
第
一
項(

要
保
護
者
が
違
反
し
た
場
合
を

除
く
。)

、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当

該
職
員
の
調
査
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者

は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
 
 

注

意 

一 

こ
の
証
票
は
、
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。 

二 

こ
の
証
票
は
、
職
名
の
異
動
を
生
じ
、
又
は
不
要
に
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

こ
の
証
票
を
携
帯
す
る
者
は
、
生
活
保
護
法
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
権
を
行
う
も
の
で
、
そ
の
関
係
条
文

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
(

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査) 

第
四
十
四
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
保
護
施
設
の
管
理
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
会
計
の
状
況
そ
の
他

必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
そ
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
管
理
者
か
ら
そ
の

設
備
及
び
会
計
書
類
、
診
療
録
そ
の
他
の
帳
簿
書
類(

そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録(

電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。)

の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
閲
覧
及
び
説
明
を
求
め
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
を

検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
(

略) 
 

(

報
告
等) 

第
五
十
四
条 

都
道
府
県
知
事(

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
に
係
る
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事)

は
、
医
療
扶
助
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は

指
定
医
療
機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
つ
た
者(

以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
開
設
者
で
あ
つ
た
者
等
」
と
い
う
。)

に
対
し
て
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
若
し
く
は
診
療

録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
医
療
機
関
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、

医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者(

開
設
者
で
あ
つ
た
者
等
を
含
む
。)

に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員

に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
実
地
に
、
そ
の
設
備
若
し
く
は

診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
(

略) 
 

(

介
護
機
関
の
指
定
等) 

第
五
十
四
条
の
二 

(

略) 

２
～
４ 

(

略) 

５ 

第
四
十
九
条
の
二(

第
二
項
第
一
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
第
一
項
の
指
定(

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
つ
い
て
、
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
を
受
け
た
介
護
機
関(

第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を

含
み
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
者(
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の

指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。)

を
除
く
。)

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、   


